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（仮称）第２期藤沢市子どもの居場所づくり推進計画の策定に向けて 

 

１ 藤沢市子ども居場所づくり推進計画について 

現行計画である「藤沢市子ども居場所づくり推進計画」は、２０２０年（令和２年）

を始期とした２０２４年（令和６年）までの５年間の計画で「第２期藤沢市子ども・子

育て支援事業計画」における、放課後児童健全育成事業の量の見込みに対する確保方策

として、放課後児童クラブの整備を具体的に推進するための「第２期藤沢市放課後児童

クラブ整備計画」に位置付けるとともに、その他の子どもの居場所事業について「藤沢

市子ども共育計画」を補完する計画として策定されました。なお、現行計画について

は、１年間の期間延長を行っており、今年度中の改定を予定しています。 

 

２ 経緯と趣旨 

２０２３年（令和５年）１２月に閣議決定された国の「こどもの居場所づくりに関す

る指針」を踏まえ、市域で幅広く実施される子どもの居場所づくりに関する取組や支援

策について市の方向性を示すため、現行の「藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」を

改定し「（仮称）第２期藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」（以下、本計画とい

う。）を策定します。 

 

３ 位置づけ・目的 

本計画は、２０２５年（令和７年）３月に策定された「藤沢市子ども・若者共育計画」

を補完する計画であり、放課後児童クラブの整備計画を内包し、多様な観点で広がりを見

せる子どもの居場所づくりに関する取組や支援策について市の方向性を示すものです。 

 

４ 対象年齢 

本計画は、子どもの意見を聴きながら、子どもとともに居場所づくりを進めていくこと

及び子ども自身が自らの意志で居場所に行くことを念頭に置いていることから、対象年齢

は、学童期（主に６〜１２歳）及び思春期（主に１３〜１８歳）の子どもとします。 

 

５ 計画期間 

本計画の計画期間は、「藤沢市子ども・若者共育計画」に合わせて、２０２６年度（令和

８年度）から２０２９年度（令和１１年度）までの４年間とします。また、各年度におい

て進捗管理を行い、共育計画と同様、中間年を目安として必要に応じて計画の見直しを行

うものとします。 
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６ 計画策定のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

計画策定作業
民間へのヒアリング・
子どもの意見聴取等
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調整中）
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